
東日本大震災に係る政府の対応（平成２７年１０月現在）

原発事故による災害 地震・津波による災害

本 部 長：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣、

原子力規制委員長
事 務 局：内閣府（原子力防災担当）

福島原子力事故処理調整総括官

＜直後の対応＞
●避難指示 ●炉心の冷却、注水作業
●救出・救助 ●避難所支援、物資補給

＜直後の対応＞
●救出・救助 ●避難所支援、物資補給、仮設住宅建設
●捜索 ●ライフラインの応急復旧

＜現在の取組＞
●廃炉・汚染水対策 ●避難指示区域の見直し
●賠償 ●原子力被災者生活支援

●廃棄物処理、除染
●中間貯蔵施設の整備
●モニタリング（関係省庁：農水省、厚労省、原災T、文科省）
●放射性物質汚染に関する安心・安全の確保（リスコミ）

（関係省庁：環境省、文科省 等）
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＜くらし＞
●長期避難者対策（町外コミュニティ等）、早期帰還支援

＜インフラ整備＞
●避難指示区域等における公共インフラの復旧

＜くらし＞
●被災者支援
（健康・生活支援、本格住宅への移転支援等）

＜インフラ整備＞
●住宅再建・復興まちづくり

＜産業・生業＞
●産業復興
●雇用確保
●農林水産業の再開

なりわい

本 部 長：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官、防災担当大臣
事 務 局：内閣府（防災担当）等

原子力緊急事態に係る
緊急事態応急対策を推進

著しく異常で激甚な非常災害に係る
災害応急対策を推進

除染等の措置を推進

東日本大震災からの復興に関する施策の
企画及び立案並びに総合調整

【原子力災害対策本部】 【緊急災害対策本部】

【復興庁】

【環境省】


